
●令和７年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	660,000円 
	(1)～(4)の合計額が660,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	260,000円 
	(5)・(6)の合計額が260,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(7)・(8)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 




●令和６年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	650,000円 
	(1)～(4)の合計額が650,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	240,000円 
	(5)・(6)の合計額が220,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(7)・(8)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





●令和５年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	650,000円 
	(1)～(4)の合計額が650,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	220,000円 
	(5)・(6)の合計額が220,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(7)・(8)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





●令和４年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	650,000円 
	(1)～(4)の合計額が650,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	200,000円 
	(5)・(6)の合計額が200,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(7)・(8)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 






●令和３年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	630,000円 
	(1)～(4)の合計額が630,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	190,000円 
	(5)・(6)の合計額が190,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除４３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(7)・(8)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





●令和２年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	630,000円 
	(1)～(4)の合計額が630,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	190,000円 
	(5)・(6)の合計額が190,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(7)・(8)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





●平成３１年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	610,000円 
	(1)～(4)の合計額が610,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	190,000円 
	(5)・(6)の合計額が190,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	160,000円 
	(7)・(8)の合計額が160,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





●平成３０年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	580,000円 
	(1)～(4)の合計額が580,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	190,000円 
	(5)・(6)の合計額が190,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	160,000円 
	(7)・(8)の合計額が160,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





●平成２９年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	540,000円 
	(1)～(4)の合計額が540,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	190,000円 
	(5)・(6)の合計額が190,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	160,000円 
	(7)・(8)の合計額が160,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 


　　


●平成２８年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	520,000円 
	(1)～(4)の合計額が520,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分 
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	170,000円 
	(5)・(6)の合計額が170,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分 
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	160,000円 
	(7)・(8)の合計額が160,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 


　　


●平成２７年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	510,000円 
	(1)～(4)の合計額が510,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分 
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	160,000円 
	(5)・(6)の合計額が160,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分 
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	140,000円 
	(7)・(8)の合計額が140,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 


　


●平成２５年度から平成２６年度までの税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.9％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	20.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	19,500円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	510,000円 
	(1)～(4)の合計額が510,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分 
	所得割 
	2.9％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,900円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	140,000円 
	(5)・(6)の合計額が140,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分 
	所得割 
	2.7％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	12,400円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	120,000円 
	(7)・(8)の合計額が120,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 


　


　●平成２４年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.0％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	40.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	11,000円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	510,000円 
	(1)～(4)の合計額が510,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分 
	所得割 
	2.5％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	8,100円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	140,000円 
	(5)・(6)の合計額が140,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分 
	所得割 
	2.0％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,100円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	120,000円 
	(7)・(8)の合計額が120,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 


　


●平成２３年度の税額・税率
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	6.0％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	40.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	11,000円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	500,000円 
	(1)～(4)の合計額が500,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分 
	所得割 
	2.5％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	8,100円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	130,000円 
	(5)・(6)の合計額が130,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分 
	所得割 
	2.0％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	9,100円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	100,000円 
	(7)・(8)の合計額が100,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 





　●平成２０年度から平成２２年度までの税額・税率 
	区分 
	税額・税率 
	備考 

	医療分 
	所得割 
	5.6％ 
	(1)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	資産割 
	40.0％ 
	(2)各加入者の固定資産税額（共有分も含む）の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	7,000円 
	(3)加入者１人あたりの税額 

	
	平等割 
	16,000円 
	(4)１世帯あたりの税額 

	
	賦課限度額 
	470,000円 
	(1)～(4)の合計額が470,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	支援分 
	所得割 
	2.2％ 
	(5)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	6,000円 
	(6)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	120,000円 
	(5)・(6)の合計額が120,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 

	介護分 
	所得割 
	1.2％ 
	(7)各加入者の前年中の所得から基礎控除３３万円を引いた額の合算×税率で税額を算出 

	
	均等割 
	6,000円 
	(8)加入者１人あたりの税額 

	
	課税限度額 
	90,000円 
	(7)・(8)の合計額が90,000円を超えた場合、超えた部分は切り捨て 




